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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉          

                         委   員  岡 本 満喜子      

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月２９日 ０２時００分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市家島北東方沖 

 尾崎鼻灯台から真方位０４７°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４２.２′ 東経１３４°３３.６′） 

事故の概要  引船桜
さくら

丸は、台船 千
まるせん

－５をえい
．．

航して西北西進中、また、漁船

漁
りょう

栄
えい

丸は、西南西進中、○千－５と漁栄丸が衝突した。 

 漁栄丸は、甲板員が負傷し、船首部に圧壊を生じ、また、○千－５

は、右舷前部外板等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 桜丸、１８トン 

   ２６０－３７８０６大阪、新興海運有限会社 

   １４.３０ｍ×４.５０ｍ×１.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、平成９年１０月 

Ｂ 台船 ○千－５、約１,２７１トン 

   なし、関西舶用株式会社、千代丸海運株式会社（船舶借入人） 

   ６０.００ｍ×２０.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成２８年（建造年） 

Ｃ 漁船 漁栄丸、８.５トン 

   ＨＧ２－５０８５（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９５ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

３年１２月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日  平成元年４月２７日 

    免許証交付日 平成２５年７月３０日 

           （平成３０年８月１７日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日  昭和５１年７月３１日 

    免許証交付日 平成２４年８月１３日 

           （平成２９年１１月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ 軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷前部外板及び右舷後部外板に擦過傷 

Ｃ 船首部の圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、無人で空船のＢ船をえい
．．

航し

てＡ船の船尾からＢ船の後端までの距離が約１０５ｍの引船列（以下

「Ａ船引船列」という。）を構成し、平成２９年８月２８日１８時０

０分ごろ兵庫県相生
あいおい

市相生港に向けて阪神港大阪区を出港した。 

 Ａ船引船列は、Ａ船が法定灯火に加えてマスト頂部に黄色回転灯

を、Ｂ船が四隅に赤色点滅灯をそれぞれ表示し、船長Ａが単独で船橋

当直につき、レ－ダーをヘッドアップ表示で１Ｍレンジとして作動さ

せ、約５.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、姫路市

男
たん

鹿
が

島北方沖を自動操舵により西北西進した。 

 船長Ａは、２９日０１時５７分ごろ、右舷後方１,６００ｍ付近に

Ｃ船、及び右舷正横方９００ｍ付近に進路が交差する同航船のレーダ

ー映像をそれぞれ探知した。 

 Ａ船引船列は、家島北東方沖を西北西進中、船長Ａが、Ｃ船がかな

り速い速力で航行しているように見えたのでＡ船引船列を支障なく追

い越すものと思い、漁船と分かった進路が交差する同航船の動きに意

識を向けていたところ、０２時００分ごろＢ船の右舷前部とＣ船の船

首部が衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船とＣ船が衝突したことに気付かずに航行を続けて相

生港に入港し、後日、海上保安庁からの問合せを受け、本事故の発生

を知った。 

 Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員１人が乗り組み、水揚げ後の帰港の目的

で、２９日００時２０分ごろ姫路市坊勢
ぼ う ぜ

漁港に向けて姫路市妻
め

鹿
が

漁港

を出港した。 

 Ｃ船は、法定灯火を表示し、船長Ｃが単独で操船に当たり、レ－ダ

ーをヘッドアップ表示で０.５Ｍレンジとして作動させ、約１９～２

０knの速力で、男鹿島北方沖を自動操舵により西南西進した。 

 船長Ｃは、０１時５８分ごろ、左舷前方１,０００ｍ付近にＡ船の

垂直に並んだ白灯２個を視認し、その後、Ａ船がＣ船に接近している

ことを認め、Ａ船が前路を右方に横切る漁船と憶断し、いずれＡ船が

Ｃ船を避けてくれるものと思い、手動操舵に切り換えて針路及び速力
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を保持して航行を続けた。 

 Ｃ船は、家島北東方沖を西南西進中、Ａ船が至近に接近してもＣ船

を避ける様子が見えなかったので、船長Ｃが、約１０kn に減速し、

Ａ船の船尾を航過できると思ったものの、Ｂ船と衝突した。 

 船長Ｃは、しばらくＡ船引船列を追走して数回声を掛けたものの、

応答がなく、甲板員が負傷していたので坊勢漁港へ入港し、漁業協同

組合を経由して本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

 甲板員は、医院で診察を受け、顔裂傷、右膝打撲傷及び腰椎捻挫と

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ｃ船のレーダー映像を探知した以降、系統的な観察等を

行っておらず、また、目視によってＣ船の灯火を確認していなかっ

た。 

 船長Ａは、Ｃ船がＡ船引船列を支障なく追い越すものと思い、Ｃ船

に対する見張りを適切に行っていなかったので、Ｃ船がＡ船引船列に

接近していることに気付かなかったものと本事故後に思った。 

 Ｂ船の赤色点滅灯は、その存在を示すための措置として講じられた

海上衝突予防法第２４条６項の規定による照明で、船首側２個が乾電

池式、船尾側２個が太陽電池式で、いずれも約１.５Ｍの距離から視

認できるものであった。 

 船長Ｃは、レーダーでＡ船引船列の映像を確認しておらず、また、

Ａ船引船列の白灯２個以外に舷灯等を視認していなかった。 

 船長Ｃは、船舶その他の物件を引いている航行中の動力船が灯火又

は形象物を表示しなければならないよう定められている（以下「引船

列の灯火」という。）こと、及びその意味を理解しておらず、またＢ

船の表示していた灯火が見えなかったので、Ａ船がＢ船をえい
．．

航して

いることに気付かなかったものと本事故後に思った。 

 船長Ｃは、Ｂ船に集落の明かりが重なってＢ船の表示していた灯火

が見えなかったものと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船引船列は、家島北東方沖を西北西進中、船長Ａが、レーダーで

西南西進中のＣ船を認めた際、Ｃ船がＡ船引船列を支障なく追い越す

ものと思い、進路が交差する同航船の動きに意識を向け、Ｃ船に対す

る継続した見張りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船がＡ船引

船列に接近していることに気付かず、Ｃ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｃ船は、家島北東方沖を西南西進中、船長Ｃが、西北西進中のＡ船
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の灯火を認めた際、Ａ船がＢ船をえい
．．

航していることに気付かなかっ

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｃは、引船列の灯火を理解していなかったことから、Ａ船を漁

船と憶断し、Ａ船がＢ船をえい
．．

航していることに気付かなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、家島北東方沖において、Ａ船引船列が西北西進

中、Ｃ船が西南西進中、船長Ａが、Ｃ船に対する継続した見張りを適

切に行っておらず、また、船長Ｃが、Ａ船がＢ船をえい
．．

航しているこ

とに気付かなかったため、Ｂ船とＣ船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲に他船を認めた場合、他船の動きを憶断せず、レーダー等を

利用して接近状況を注意深く観察するなど、継続した適切な見張

りを行うこと。 

 ・夜間に航行する際は、灯火が示す意味を理解しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


